
皇
室
典
範
義
解

恭
テ
按
ス
　
ル
　
品
盈
笠
ノ
典
範
ア
ル
　
二
軍
魂
ノ
基
磯
ヲ
軍
国
品
　
沙
尋
戯
ヲ
無

憺
ノ

窮
二
二
経
持
ス
　
ル
一
－
放
声
駄
ク
　
へ
カ
．
ヲ
サ
ル
　
ノ
濠
鷺
こ
ノ
リ

組

霊

園

ヲ

蟹

メ

一

系

相

承

ケ

天

城

ト

輿

二

勉

励

窮

二

山

塵

ル

此

レ

蓋

雷

寵

ヲ

侃

㌔

ラ
ス
　
y
手
二
既
ニ
山
定
ノ
模
範
ア
リ
以
テ
茶
壷
誓
二
親
蜂
云
：
ル
　
品
抱
ル
　
品
非
サ

ル
　
ハ
ナ
シ
瓜
丁
Å
文
漸
ク
鷹
漫
遊
由
ノ
路
必
宜
薗
二
依
ル
海
シ
テ
皇
室
典
故

ノ
成
ル
　
ハ
貰
　
覿
宗
ノ
規
薗
ヲ
明
緻
品
　
シ
テ
子
音
ノ
堪
品
永
遠
ノ
銘
戯
ハ
ヲ

軋
ス
所
以
二
ノ
リ
線

度
富
典
範
ハ
皇
室
自
ヲ
其
ノ
家
法
ヲ
債
定
ス
　
ル
潜
‡
′
リ
瀞
「
品
公
式
ユ
依
り

之

ヲ

臣

民

ユ

公

布

ス

　

ル

者

品

評

ス

而

シ

テ

滞

承

已

ふ

ヲ

得

サ

ル

ノ

必

蜃

品

由
り
其
ノ
僚
葦
ヲ
鼠
定
ス
　
ル
　
コ
　
ネ
ア
ル
　
奄
亦
帝
国
韻
督
ノ
協
賛
ヲ
鰹
ル
ヲ

薬
包
サ
ル
ナ
野
蛮
皇
室
ノ
家
法
二
二
組
窯
二
三
承
ケ
予
憲
二
二
樽
フ
観
－
－
君
主

轟
箋
典
範
義
解
　
第
山
畢
　
盈
位
継
承

笥
陛
サ
三



百
四
十
四

任
意
ニ
ー
制
作
ス
ル
餌
二
－
鐸
ス
党
臣
民
′
撃
ア
干
渉
ス
ル
所
－
－
非
サ
ル
ナ
甲

第
二
単
　
皇
位
縫
承
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

第
一
健
　
太
．
日
本
国
由
位
ハ
祖
宗
ノ
皇
統
エ
㌣
ア
男
系
ノ
男

子
之
ヲ
継
承
ズ
　
　
　
　
　
　
　
　
．

墾
ア
按
ス
ル
品
皇
位
ノ
鴨
承
ハ
組
宗
以
裸
攣
－
明
．
訓
ア
リ
空
瓢
活
靡
呂
還

喪
ノ
富
昌
、
我
国
緊
開
聞
以
理
君
臣
分
定
率
以
臣
膚
君
未
之
有
也
、
天
ク
「
日

レ

　

　

　

レ

　

　

　

こ

　

　

　

】

－

闇
、
必
立
豊
翰
ト

こ

　

　

】

皇
統
ハ
男
系
品
限
，
女
系
ノ
所
出
工
及
ハ
サ
ル
ハ
壷
家
ノ
成
法
ナ
m
‥
エ
代

鏑
女
系
ヲ
諏
ヲ
サ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
紳
武
天
皇
ヨ
n
二
葉
峻
天
皇
二
至
ル
マ
テ

三
十
二
世
骨
テ
女
帝
ヲ
立
ツ
ル
！
例
ア
ラ
ス
故
二
紳
功
皇
后
ハ
閻
＝
「
雷
ル

コ

エ

バ

十

九

年

撃

二

撞

位

ヲ

以

テ

餌

へ

ク

マ

ヘ

リ

飯

思

骨

専

政

ヲ

拉

シ

溝

＿



寧
天
皇
ノ
後
ヲ
承
ケ
シ
竃
亦
永
ク
皇
位
－
－
即
キ
ク
マ
ハ
ス
活
寧
天
白
票
朋
y

テ

皇

子

ナ

シ

亦

近

親

ノ

皇

族

男

ナ

シ

而

：

ア

皇

妹

藩

日

大

娘

ア

リ

然

ル

エ

畠
妹
位
山
一
即
カ
ス
シ
一
デ
群
臣
従
組
履
中
天
豊
ノ
再
訪
宗
天
皇
ヲ
推
参
ス
遵

レ
以
テ
上
代
厩
三
二
小
党
ノ
常
典
ア
リ
テ
易
フ
へ
▲
ガ
ー
ラ
サ
ル
ノ
家
法
ヲ
成
y

メ
ル
コ
ト
ヲ
見
ル
　
へ
　
y
共
ノ
後
推
古
天
皇
以
凍
皇
后
皇
女
即
位
ノ
側
二
ノ
キ

ニ
非
サ
ル
屯
常
時
ノ
夢
情
ヲ
推
採
ス
ル
品
　
山
確
固
二
欝
リ
幼
帝
ノ
歳
長
ス

ル

ヲ

待

チ

テ

位

ヲ

樽

へ

ク

マ

ハ

ム

ト

ス

ル

ノ

械

宜

ユ

外

ナ

ラ

ス

之

ヲ

寛

ス

ル
ー
】
組
宗
ノ
常
芸
怒
二
非
ス
甫
シ
テ
終
∵
〓
横
位
ノ
横
幕
下
馬
l
ス
　
へ
カ
ヲ
サ
ル

ナ

リ

米

債

息

位

ノ

璃

承

ヲ

以

テ

男

系

ノ

男

子

。

限

り

而

シ

テ

冤

第

二

十

山

條

ユ

放

テ

皇

后

鬼

女

ノ

拭

故

ヲ

掲

ク

ル

瀞

ハ

義

皆

先

王

ノ

退

窓

ヲ

紹

述

ス

ル
者
ニ
レ
テ
帯
電
新
例
ヲ
創
ム
　
ル
　
品
押
す
ル
ナ
リ

祖

霊

ノ

皇

統

ト

ハ

一

系

ノ

正

統

ヲ

承

ク

ル

良

風

ヲ

謂

フ

甫

ど

ア

和

気

酒

癖

立
憲
曲
芸
靴
慈
解
　
第
二
串
　
鼻
位
相
承

督
四
十
五



頂
綱
十
六

呂
ノ
所
謂
畠
綾
定
′
ル
封
∵
三
共
ノ
解
轟
ヲ
間
ク
ス
ル
潜
ナ
甲
良
姦
㌻
「
y
テ
皇

位

ヲ

璃

ク

ハ

必

一

系

二

眼

ル

苗

シ

テ

二

三

品

分

割

ス

へ

カ

ラ

ス

天

智

天

皇

ノ
昔
　
日
天
触
幾
日
国
璽
二
土
を
故
　
後
深
葦
天
皇
以
凍
敢
世
ノ
間
両
統

こ

　

ー

　

ニ

　

ー

五
二
代
り
終
－
－
南
北
二
朝
ア
ル
ヲ
致
ひ
、
ハ
豊
栄
ノ
斑
運
ニ
y
テ
組
琵
典

＼

富
ノ
存
ス
　
ル
′
所
二
二
押
す
ル
ナ
リ

以

上

米

債

ノ

意

義

ヲ

約

訊

ス

ル

㌫

弧

㌫

以

米

曳

維

相

承

ノ

大

義

柄

焉

ト

y

テ
ロ
星
ノ
如
ク
濁
世
三
且
リ
テ
易
フ
ヘ
空
フ
サ
ル
者
義
左
ノ
ニ
義
則
∵
ト
ス

算
山
　
皇
結
ヲ
踵
ふ
　
ハ
皇
胤
二
二
脱
ル

第
二
　
畠
碓
ヲ
躇
ム
　
ハ
男
系
二
「
限
ル

第
三
　
豊
維
ハ
一
系
品
　
シ
テ
分
裂
只
　
へ
カ
ラ
ス

第
二
條
　
皇
位
ハ
患
良
子
二
二
博
フ

第
三
繰
　
愚
蕊
予
在
ヲ
サ
ル
ト
キ
ハ
自
義
旗
孫
二
博
フ
皇
故
予



及
其
ノ
子
孫
皆
在
ヲ
サ
ル
ト
キ
ハ
曳
次
子
及
其
ノ
子
孫
霊

樽
フ
以
下
皆
之
二
例
ス

葦
戸
按
ス
ル
ニ
蒐
迫
碓
郎
予
ノ
言
二
日
、
昆
上
海
季
下
、
古
今
之
面
戯
∵
卜
暦
竺
野

王
持
統
天
皇
品
進
秦
ス
　
ル
ノ
言
品
田
、
我
国
家
礪
波
脇
、
紳
代
以
輿
子
孫
礪
承
、

レ

以
蟄
天
位
、
若
兄
弟
相
及
、
別
胤
彼
此
輿
ト
此
レ
乃
組
窺
以
承
子
孫
寵
系
梱
樽

こ

　

　

】

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

レ

へ
長
幼
序
】
－
従
フ
ヲ
以
テ
天
位
略
承
ノ
正
法
ト
ス
而
：
ア
其
ノ
兄
弟
梱
悼

フ
ル
　
ハ
反
正
天
皇
ノ
履
中
天
皇
二
親
ケ
ル
允
恭
天
皇
ノ
反
正
天
皇
品
親
ケ

ル
　
ヨ
・
リ
頻
マ
リ
哲
已
ム
二
プ
得
サ
ル
　
品
田
テ
其
ノ
正
二
二
非
サ
バ
ナ
∴
リ
第
二
第

三

僚

般

承

ノ

法

ヲ

山

定

ど

7

後

室

ノ

膚

品

常

輿

ヲ

始

少

数

テ

柁

党

左

右

ス

ル
　
コ
ト
ヲ
容
サ
～
ル
　
ハ
義
絶
宗
ノ
造
鉱
ヲ
惜
ミ
永
ク
胤
蘭
ヲ
後
顧
品
絶
ブ

所
以
ナ
リ
凡
ブ
望
鰭
h
二
お
ヘ
ル
ハ
智
者
以
下
皆
共
ノ
内
二
凝
り
舶
鯛

ニ
天

孫
　
也

ト
　
ア
一
ル
　
ハ
（
冒
　
本
題
　
紀
二
等
ニ
）
天
　
租
ノ
　
裔
孫
　
ヲ
　
詔
　
へ
　
ル
　
ナ

孫
七
位
描
∵
ト
　
ヤ
′
　
り
（
同
音
懇
　
サ
）
盈
　
レ
　
離
「
氏
∴
拉
　
ノ
　
慣
周
　
ス

…
柑
橘
唖
長
子
ノ
予

l

l

r

l

l

一

－

一

．

　

　

　

－

轟
婆
典
範
故
郷
　
欝
－
蟄
　
盈
位
踵
承

暦
四
十
七



竃
四
十
八

音
ハ
次
子
品
党
タ
ダ
ハ
、
浣
統
ヲ
僚
「
y
　
ス
　
ル
ナ
リ
長
手
ノ
子
孫
在
ラ
サ
ル
　
品

翌
テ
頻
メ
テ
次
子
品
移
ル
攻
手
ノ
子
茸
ノ
第
三
子
揖
宿
ニ
「
放
ケ
ル
　
毛
亦
間

例
ト
　
ス

攻
健
二
由
璧
些
子
孫
ノ
皇
位
ヲ
縫
承
式
　
ル
　
ハ
由
義
姉
子
音
皆
碇
ラ
サ
ル
　
h
‥
等
　
温

限
ル
　
ト
謂
フ
ト
キ
ニ
「
第
二
第
三
傑
ハ
柄
子
孫
二
「
流
言
二
其
ノ
長
ヲ
鐸
フ
ヲ
謂

フ
河
シ
テ
嫡
子
葦
皆
在
ラ
サ
ル
　
ト
キ
ハ
庶
子
茸
品
放
テ
共
ノ
藁
ヲ
捧
フ
　
竃

亦
本
法
二
二
傍
ル
　
コ
　
ト
知
ル
　
へ
　
キ
▼
ナ
・
リ

第
四
條
　
患
子
孫
ノ
皇
位
ヲ
出
承
ス
ル
　
ハ
嫡
出
ヲ
蒐
二

庶
子
蒲
ノ
由
立
位
ヲ
継
承
ス
ル
　
ハ
由
義
姉
子
孫
皆
軍
ヲ
サ

キ
　
£
限
－
．

蕃
テ
按
ス
ル
ユ
組
浣
ノ
嫡
ヲ
先
品
　
シ
鮫
ヲ
後
品
ス
ル
　
ハ
紳
武
天
皇
庶
長
子

乎
研
罫
命
ヲ
招
デ
綴
疇
天
皇
ヲ
立
意
ノ
ダ
マ
フ
　
品
椅
マ
　
ル
遊
ヲ
積
嗣
ノ
常
戯

L

l

l

r

 

l

1

1

1

1

－

－

－

1

－

1

t

I

I

1

－

1

－

　

　

　

　

　

　

　

－

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

－

　

　

　

　

　

　

　

．

▼

1

1



ト
ス
但
シ
畠
紹
萬
世
一
日
電
噴
ク
ス
　
へ
カ
ー
フ
ス
放
二
「
奴
二
二
嫡
出
ナ
守
h
．
キ

ハ

庶

出

亦

位

ヲ

橘

ク

コ

ト

ヲ

得

七

㌢

ム

蓋

酒

寧

天

畠

崩

y

豊

嗣

ナ

y

履

中

天
畠
ノ
孫
顕
露
天
皇
位
ヲ
織
ク
苗
沙
テ
天
畠
ハ
貿
品
其
ノ
城
、
飯
螢
育
尋
、
兄

仁

賢

天

皇

ト

惧

品

履

中

天

畠

ノ

庶

出

磐

坂

市

迫

押

研

畠

手

ノ

子

ナ

リ

湖

鯛

ノ
鰊
膏
日
大
旭
ア
武
烈
天
皇
崩
少
テ
怨
讐
嗣
ナ
′
シ
鷹
孟
竺
太
良
芸
風
址
ノ
音
織
髄

り

亦

庶

出

ナ

ヮ

天
畠
ヲ
迫
へ
位
三
即
ク
苗
y
テ
嘉
宣
誓
忘
風
三
原
沖
天
畠
ノ
庶
出
碓
渾
毛
二

涙

息

子

ノ

後

ナ

リ

此

ノ

時

三

国

テ

盈

統

純

忠

サ

ル

コ

も

∴

餞

ノ

如

シ

著

庶

系

ヲ
立
ブ
ル
コ
ト
ナ
二
〃
伊
勒
「
ハ
常
時
胞
二
二
冨
フ
へ
カ
ラ
サ
ル
ノ
夢
ア
ヲ
ム
哉

分
団
ノ
庶
出
ヲ
絶
ク
サ
ル
ハ
管
二
二
已
ふ
二
プ
得
サ
ル
　
】
二
出
ル
潜
ナ
野

良

嫡

子

孫

皆

在

ラ

サ

ル

ト

キ

＝

i

限

ル

ト

ハ

義

子

及

次

子

以

下

及

其

ノ

子

音

工

通

計

テ

之

ヲ

謂

フ

ナ

里

政

子

畢

應

扇

子

ハ

畠

嫡

幼

子

孫

二

分

タ

ブ

コ

ト

ヲ

得

ス

長

系

ノ

應

皇

孫

ハ

攻

系

ノ

鳥

栖

子

音

二

党

ク

ツ

コ

ト

ヲ

得

サ

ル

ナ

皇
室
典
振
義
解
　
第
二
単
　
色
位
相
承

百
四
十
九



彗
義
幸

m
ソ問

畠
應
手
ノ
子
嫡
出
タ
ル
ト
中
二
ハ
之
ヲ
璃
皇
孫
∵
二
八
ル
。
ト
ヲ
相
へ
奪
方

谷

畠

藍

子

ノ

子

孫

ハ

即

チ

庶

流

ナ

リ

放

言

嘉

麗

子

ノ

橋

田

ノ

了

ハ

共

ノ

麗

出
ノ
兄
弟
－
1
党
ク
ツ
∴
ヤ
書
式
嫡
子
孫
品
党
ク
二
γ
叫
疇
ト
ヲ
得
ス

節
五
條
　
虫
子
孫
皆
在
ヲ
サ
ル
か
葦
ハ
良
風
弟
及
其
ノ

ニ
侍
フ

第
六
條
　
皇
兄
弟
及
其
ノ
子
孫
皆
在
ヲ
サ
ル
幸

キ

ハ

愚

伯

覚
及
其
ノ
子
孫
二
博
プ

摺
七
條
　
虫
伯
叔
父
及
其
ノ
子
孫
皆
在
ヲ
サ
ル
ト
キ
ハ

以
上
二
於
テ
最
近
親
ノ
皇
族
二
二
博
フ

其

ノ　　叔

慕

テ

按

ス

ル

エ

第

五

第

六

第

七

億

ハ

息

子

孫

在

ラ

サ

ル

品

留

り

頂

嗣

ヲ

定

ム

ル

品

最

近

親

ヲ

以

デ

ス

ル

コ

ト

ヲ

示

ス

ナ

り

畠

子

孫

ハ

現

在

ノ

天

皇

品



腿
ス
ル
至
親
ノ
宗
系
ク
リ
皇
子
葦
ノ
嫡
庶
惧
ユ
ニ
奄
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
畠
兄
弟

ヲ
以
テ
最
近
覿
ト
ス
放
二
二
時
承
ノ
樺
、
畠
兄
弟
ノ
車
ノ
小
　
品
移
ル
其
ノ
現
在

ノ
天
皇
ト
同
父
ナ
レ
ハ
ナ
リ
皇
兄
梵
ハ
患
弟
ノ
予
及
音
ハ
豊
兇
冤
∵
ハ
良
誓
滞

ノ
系
統
品
巌
ス
ル
者
ナ
リ
畠
兄
弟
及
共
ノ
子
音
ノ
嫡
庶
惧
二
二
夜
ラ
サ
ル
ト

キ
ハ
此
品
次
キ
畠
伯
叔
ヲ
最
近
観
ト
ス
故
ユ
椙
承
ノ
稽
豊
伯
叔
ノ
中
ノ
・
山

】
－
移
ル
共
ノ
現
在
ノ
天
皇
ノ
党
争
同
父
ナ
レ
ハ
ナ
・
リ
息
伯
冤
ハ
畠
叔
ノ
子

及
孫
ハ
皇
伯
叉
ハ
豊
叔
ノ
系
銃
∵
二
鼠
ス
ル
者
ナ
リ
畠
伯
叔
以
止
放
近
親
ノ

皇
族
二
二
謂
ヘ
　
ル
ハ
畠
大
伯
叔
及
共
ノ
以
上
皆
之
二
二
輝
ス
ル
ナ
∵
リ
山
系
ノ
下

ハ
専
浄
相
承
ケ
河
ど
ア
宗
素
意
キ
テ
家
系
品
及
ヒ
近
系
療
キ
テ
逮
系
二
「
及

フ

韮

縫

承

ノ

疑

義

ヲ

拝

承

二

組

チ

豊

緒

ノ

慮

痛

ヲ

永

遠

品

保

ダ

ム

ト

ス

ル

ナ
′
n
リ

第
八
條
　
皇
兄
弟
以
上
ハ
同
等
内
エ
l
於
テ
嫡
ヲ
先
二
「
シ
庶
ヲ

轟
室
典
鮮
麗
解
　
第
二
卑
　
盈
位
相
承

扇
五
十
一



百
五
十
二

後
ニ
シ
最
ヲ
僚
二
品
　
レ
幼
ヲ
後
エ
ス

葦
戸
按
ス
　
ル
ニ
皇
兄
弟
山
等
ト
シ
畠
伯
叔
曳
山
等
ト
∴
三
富
大
伯
叔
叉
一
等

ト
ス
畠
兄
弟
ノ
等
内
品
放
ケ
ル
　
ハ
其
ノ
嫡
長
ヲ
繹
b
嫡
ナ
キ
ト
キ
　
八
∵
既
出

ノ

中

二

就

テ

共

ノ

長

ヲ

捧

フ

畠

兄

弟

ノ

子

音

品

数

ケ

ル

　

ハ

組

テ

皇

子

孫

ノ

例
品
同
∵
「
患
伯
叔
ノ
等
内
二
親
テ
嫡
ヲ
先
品
　
シ
長
ヲ
先
ニ
ス
　
ル
　
ハ
共
ノ
例

豊
兄
弟
ノ
事
＝
二
間
二
：
其
ノ
皇
大
伯
叔
ノ
等
二
俄
肌
ケ
ル
宅
亦
同
y
意
畠
子
孫

ノ
庶
出
二
∵
豊
兄
弟
ノ
嫡
出
品
、
先
y
ス
　
ル
　
ハ
患
家
共
ノ
宗
系
ヲ
盟
ソ
　
ス
　
ル
　
ノ

例
典
品
　
シ
テ
天
皇
ノ
下
辱
界
相
承
ケ
嫡
庶
倶
品
轟
ク
ル
エ
二
非
サ
レ
　
ハ
支
系

ユ
移
ル
　
コ
ト
ナ
シ
米
債
推
二
＝
ア
之
ヲ
各
等
二
及
ホ
シ
　
山
等
コ
　
も
二
二
胴
長
ヲ

先
品
　
y
血
璧
切
ヲ
後
ニ
y
崩
應
倶
∵
「
遥
ク
ル
轟
＝
二
其
ノ
等
ヲ
止
ス
皆
共
ノ
桝

ヲ
同
ク
ス
故
品
同
等
内
山
－
放
テ
ト
詞
へ
　
ル
　
ナ
∵
リ

嫡
ヲ
先
ニ
ス
ト
ハ
嫡
出
ヲ
先
品
　
シ
嫡
系
ヲ
先
ニ
ス
　
ル
ヲ
謂
フ
長
ヲ
党
ニ
ス



ト

ハ

長

子

ヲ

先

ニ

ッ

長

系

ヲ

先

ニ

ス

ル

ヲ

謂

フ

故

二

豊

嫡

兄

弟

液

其

ノ

子

ノ

孫
ハ
曳
庶
兄
弟
二
二
先
ク
チ
皇
嫡
兄
弟
ノ
中
－
二
親
テ
′
ハ
皇
盲
園
児
及
其
ノ
子
孫

ハ
患
幼
戌
∵
「
光
二
プ
チ
白
更
嫡
兄
弟
ナ
キ
ト
キ
ハ
豊
麗
兄
及
共
ノ
子
孫
ハ
又
皇

庶
弟
竿
先
ク
ツ
：
「
守
ナ
リ

第
九
條
　
虫
嗣
蹄
紳
若
ハ
身
喝
ノ
不
治
ノ
重
患
ア
＝
リ
又
ハ
重

大
ノ
事
故
ア
ル
ト
キ
ハ
皇
族
曾
議
及
枢
密
顧
問
二
番
的
シ

湖
駿
條
二
伐
り
措
承
ノ
順
序
ヲ
換
フ
ル
。
ト
ヲ
樽

．
慕
テ
按
ス
ル
ニ
皇
嗣
「
発
音
蒜
霊
典
ノ
存
ス
ル
所
二
「
楯
〓
‥
大
統
ヲ
掲
キ
神
器

ヲ
樽
フ
ル
ノ
位
ユ
属
ル
而
：
ア
人
生
ノ
任
意
〓
「
左
右
ス
　
ル
　
コ
ト
ヲ
得
ル
所

鵬
「
鐸
ス
放
＝
二
般
承
、
ノ
囁
序
ヲ
換
フ
ル
ハ
必
精
締
着
ハ
身
髄
ノ
不
治
ノ
重
患

ア
リ
叉
ハ
重
大
ノ
事
故
ア
リ
テ
神
器
ノ
畳
キ
ヲ
承
ク
ル
ユ
堰
へ
サ
　
ル
　
ト
キ

ニ
限
り
而
シ
テ
冤
必
息
族
禽
論
及
棺
密
蕨
岡
品
繹
諭
ス
　
ル
ヲ
経
テ
舶
「
メ
テ

鼻
宣
興
翫
義
解
．
餌
竺
〓
聖
　
鼻
位
相
承

胃
茄
十
三



寄
覇
十
四

決

行

ス

ル

コ

ト

ヲ

得

若

水

僻

ノ

定

ム

ル

所

二

依

ラ

ス

シ

テ

砥

嗣

ヲ

風

へ

撒

ク
ハ
典
範
ノ
詔
メ
サ
ル
所
ク
け
二
面
二
y
デ
ー
時
ノ
過
失
ノ
如
キ
ハ
損
二
r
軍
太

ノ
事
故
下
馬
ス
ノ
類
∵
二
非
サ
ル
ナ
リ

第
二
葦
　
践
藤
即
位

第
十
僚
　
天
皇
崩
ス
ル
ト
キ
ハ
皇
嗣
即
チ
践
離

器
ヲ
承
ク

恭
テ
按
ス
ル
品
紳
組
以
凍
鏡
、
創
、
璽
三
種
ノ
紳
欝
ヲ
以
テ
皇
位
ノ
榊
守

y
ク
マ
ヒ
歴
代
即
位
ノ
時
ハ
必
紳
器
ヲ
承
ク
ル
ヲ
以
テ
側
∵
P
包
㌢
ノ
レ

允
恭
天
皇
元
年
紀
】
－
大
中
姫
命
、
謂
群
卿
日
、
皇
更
允
恭
天
皇
滑
誠
群
臣
之
詣

こ

　

】

　

　

　

　

　

　

　

　

レ

こ

　

　

　

　

鵬

今
常
上
天
皇
璽
符
感
題
辞
臣
大
軍
即
日
捧
天
皇
之
寧
符
措
辞
J
喝
乃
即
帝

レ

ニ

　

　

　

　

　

ー

　

レ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ニ

　

　

　

　

　

　

ー

　

　

　

　

　

　

　

　

ニ

位

嵐

糾

ト

云

へ

〝

是

レ

ナ

リ



上
古
ハ
腐
植
即
チ
即
位
：
　
シ
テ
商
事
＝
「
非
ス
命
義
解
二
天
皇
即
位
謂
之
拭

r

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

こ

椎
、
稚
、
位
也
ト
ア
ル
遵
レ
／
ナ
リ
此
ノ
時
ヨ
リ
践
椎
ノ
ロ
ー
－
神
器
ヲ
事
う
／
レ
ク

「り
蓋
天
子
之
位
、
山
田
不
可
囁
哺
餌
針
路
璃
匝
見
故
品
格
髄
天
皇
群
甲
ノ
迎

レ

　

レ

フ
ル
所
ト
ナ
リ
未
ク
帝
位
ヲ
践
ミ
ク
マ
ハ
ス
而
ふ
＝
γ
皮
臣
〓
既
－
－
天
皇
噛
移
緑

こ

薫
凱
√
書
芸
リ
錮
胡
桐
然
ル
ニ
天
智
天
皇
畳
キ
ヲ
承
ケ
テ
楢
由
響
太
子
ト

二

稀

へ

七

年

ノ

後

∵

「

即

位

ノ

頑

ヲ

行

b

ク

マ

ヘ

リ

是

レ

躁

碓

ト

即

位

ト

商

銀

ノ

区

別

ヲ

馬

シ

ク

ル

ノ

勧

ナ

リ

共

ノ

後

歴

代

躇

轄

ノ

後

政

義

「

ニ

シ

テ

即

位

／

増

ヲ

行

ハ

レ

メ

ル

コ

ト

ア

リ

シ

毛

細

器

ハ

必

携

碓

ノ

時

二

「

革

ラ

ル

、

コ

ト

上

古

ト

異

ナ

ル

　

コ

ト

ナ

シ

本

傭

ハ

息

位

ノ

一

日

モ

蠣

開

ス

　

へ

カ

ラ

サ

ル

ヲ

示

ン

及

神

器

相

承

ノ

大

義

ヲ

掲

ケ

以

テ

琶

牽

ヲ

棺

明

ユ

ス

若

乃

織

承

ノ

大
義
「
ハ
捕
誓
肝
ノ
儀
文
ノ
有
無
ヲ
個
へ
l
サ
ル
ハ
固
ヨ
リ
本
傭
ノ
棉
油
二
ノ
リ

再
ヒ
恭
テ
按
ス
ル
ニ
紳
武
天
皇
ヨ
リ
醇
明
天
曳
二
二
至
ル
迄
三
十
四
世
啓
一
ア

盈
室
興
窮
義
解
　
第
二
章
　
按
酢
拙
位

竃
五
十
五



召
還
十
大

讃

位

ノ

夢

ア

ラ

ス

讃

位

ノ

例

ノ

畠

極

天

皇

二

蠍

マ

リ

シ

　

バ

蓋

女

帝

慣

抵

ヨ

リ
雑
ル
者
ナ
リ
贈
憾
天
皇
ノ
婁
「
閑
∵
天
∵
皇
一
山

日
　
眉
間
ア
り
未
夕
証
位
霊
ル
芸
　
㌍
完
整
式
天

皇
光
仁
天
白
議
二
翌
テ
盗
品
定
例
ヲ
馬
セ
リ
此
ヲ
世
憂
ノ
　
山
　
ト
ス
共
ノ
後
機

臣
ノ
強
迫
二
田
リ
両
統
互
立
ヲ
例
ト
ス
　
ル
　
ノ
事
ア
　
ル
ニ
至
ル
而
シ
テ
南
北

朝

ノ

乱

亦

此

二

源

因

セ

リ

本

億

㌻

二

粗

放

ヲ

以

テ

先

帝

崩

御

ノ

後

二

二

即

チ

行

へ
l
　
ル
1
着
ト
定
メ
ダ
ル
へ
上
代
．
ノ
恒
戯
二
二
四
申
ふ
て
宵
m
笠
解
語
位
ノ
慣
例
ヲ

改
ム
　
ル
潜
こ
ノ
リ

第
十
一
條
　
即
位
ノ
祀
及
天
啓
祭
ハ
京
都
二
於
テ
之
ヲ
行
フ

蕃
テ
按
ス
　
ル
ニ
天
智
天
皇
構
制
ノ
後
罷
二
二
即
位
ノ
頑
ヲ
行
ハ
　
レ
　
シ
以
感
歴

代
相
田
ル
　
ノ
大
典
ト
ナ
レ
リ
文
武
天
皇
紀
二
哉
セ
ク
ル
即
位
ノ
詔
品
塊
侍

l

皇
子
等
、
王
、
臣
、
百
官
八
等
、
天
下
公
民
諸
ぐ
間
食
ト
詔
ル
　
ト
ア
ル
　
バ
蓋
上
代
ノ
造

例
叫
鵬
　
シ
テ
皇
族
以
下
百
官
人
民
ヲ
塊
メ
テ
詔
命
ヲ
天
下
二
布
守
ク
　
マ
　
b
　
シ



ノ

　

　

ノ

ナ
品
位
ノ
歯
般
ノ
放
舜
二
見
…
ル
ハ
持
統
天
白
蒜
蒜
部
舶
呂
料
臣

ヲ

　

　

　

ノ

　

ノ

　

　

　

　

　

　

　

ノ

　

　

　

　

　

ス

樹
太
盾
、
紳
蔵
伯
中
臣
大
島
軌
臣
讃
天
紳
語
調
準
急
部
村
岡
色
女
知
奉
上
納

ニ

ー

　

　

　

　

　

　

ノ

　

3

ニ

　

　

ー

　

　

　

　

　

　

　

三

婁
勧
銀
親
皇
后
、
皇
后
即
天
恩
位
、
公
卿
官
僚
羅
列
匝
弊
海
路
乎
詭
二
二
′
ル
ヲ

こ

　

】

　

　

こ

　

　

】

頻
ト
ス
欄
の
用
噂
冊
欄
一
”
璃
£
即
位
ノ
式
∵
∵
太
極
撃
言
行
ハ
レ
苑
瓶
ヲ

限
シ
嵩
御
攣
二
即
恵
l
ク
呼
フ
馴
鵡
冷
泉
天
皇
御
憫
－
1
由
り
紫
震
殿
工
二
γ
符

t
－
．
．
一
ノ

ハ

ル

共

ノ

後

太

極

殿

筑

腐

㌣

ア

成

人

太

政

官

臨

言

行

ハ

レ

戎

ハ

商

殿

甲

讐

二

ア

行

ハ

レ

ク

リ

武

門

敢

ヲ

尊

…

ル

ノ

時

用

度

供

給

包

ス

シ

テ

睦

碓

盗ノ

後

数

年

ヲ

綴

下

線

狛

犬

頑

ヲ

行

ハ

レ

サ

ル

コ

ト

ア

リ

y

施

新

ノ

後

明

治

元
年
八
月
二
十
尤
目
即
位
ノ
祀
ヲ
薗
行
セ
ラ
レ
臣
民
鼠
＝
二
組
窯
ノ
遊
興
ヲ

仰
望
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ク
リ
十
三
年
畢
駕
涼
部
＝
二
駐
マ
ル
曹
都
ノ
荒
原

惜

シ

グ

マ

払

後

ノ

大

甜

ヲ

行

フ

瀞

ハ

宜

グ

此

！

地

。

響

デ

ス

へ

シ

ト

ノ　　ヲ

胃∴囁

ア

リ

勅

r

r

密

閉

ヲ

修

理

セ

シ

メ

タ

や

ヘ

リ

本

鰊

三

品

都

ユ

墾

γ

即

位

ノ

轟
藍
典
範
改
新
　
筋
二
醇
　
陪
酢
即
位

萬
五
十
七



啓
五
十
八

頑
及
大
昔
祭
ヲ
行
ブ
コ
　
ト
ヲ
定
ふ
　
ル
　
ハ
大
浦
ヲ
盛
y
 
y
遺
訓
ヲ
怖
ミ
叉
木

ヲ

忘

レ

サ

ル

　

ノ

窓

ヲ

明

ニ

ス

　

ル

ナ

野

犬
啓
ノ
祭
ハ
神
武
天
皇
元
年
以
凍
歴
代
相
田
テ
大
風
∵
r
　
ハ
　
セ
ラ
レ

天
皇
位
二
即
キ
天
組
及
天
画
地
祓
ヲ
請
整
セ
ラ

】
ク
b
二
柑
ハ
ル
、
者
ナ
夢
減
武
∵
天
∵
品

一
位
　
二

中
コ
　
口
裏
へ
　
タ
　
ル
　
ト
キ
此
ノ
儀
、
久
か

二
　
年
　
ノ
　
問
魔
止
、
y
　
東
山
天
盈
ユ
二
望
　
り

以
来
五
　
十
一
年
　
ノ
　
閻
∵
行
　
ハ
　
レ
　
ス
　
櫻
町

サ
】
　
月
詔
ア
リ
テ
薗
行
セ
ラ
レ
劇
r
 
n
リ

以

来

年

毎

】

　

タ

　

b

ク
腰
紐

再
　
b
　
行

天

盈

ニ

行シ

ル

　

ヽ

ノ

鴻

品

　

シ

テ

一
】
　
行
　
フ
　
ヲ
　
所
脚
廿
　
ト

フ
　
ヲ
　
大
啓
　
ト
　
ス

ク

　

リ

　

シ

第
十
二
條
　
機
藤
ノ
後
元
親
ヲ
姥
テ
一

世　票：
ノ　　　　葛中

行欄

セ門　ニ

ラ天以後

ル息究士

抑こ

山
　
世
こ

王
政
ノ

門
　
天
　
皇

百
　
二
　
十

明
治
四
年

ニ

再

ヒ

サ
ル
　
コ
　
ト
明
治
元
年
ノ
定
制
二
「
促
フ

慕
テ
按
ス
　
ル
ニ
孝
徳
天
皇
紀
〓
「
改
天
．
塑
財
重
自
足
姫
天
畠
四
年
馬
大
化
元

こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
】
　
　
こ

年

下

ア

ル

　

バ

遊

レ

建

元

ノ

籍

ニ

㌢

テ

歴

代

ノ

例

制

ナ

ナ

　

レ

リ

シ

　

奄

其

ノ

ニ
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陰
陽
占
ト
ノ
況
ユ
ニ
隣
町
∴
「
健
ノ
問
層
で
年
眈
ヲ
改
メ
捷
〓
〓
紀
魂
ノ
煩
キ
ヲ
馬

ス
　
賃
二
至
レ
り
明
治
元
年
九
月
風
二
日
ノ
詣
壷
ユ
ニ
云
今
般
御
即
位
御
大
概
観
璃

臍
先
例
之
退
散
馬
改
年
耽
供
硫
テ
ハ
是
造
語
凶
之
象
兆
品
時
は
煽
ぐ
故
紙
看

之
侯
へ
共
自
今
御
山
代
鵬
耽
温
故
定
供
依
之
改
恩
威
閏
年
軍
馬
明
治
元
年

冒
敵
仰
出
供
夢
ト
此
レ
本
條
ノ
依
ル
所
ノ
令
戯
ナ
∵
リ

第
三
章
　
成
年
立
后
立
太
子

第
十
三
條
　
天
皇
及
皇
太
子
患
太
孫
ハ
砧
骨
八
年
ヲ
良
二
ノ
成

年
ト
▼
　
ス

事
戸
枝
ス
ル
　
こ
中
古
避
寒
天
皇
元
服
ノ
制
ヲ
設
ケ
ラ
ル
大
抵
十
一
歳
ヨ
リ

十
五
歳
二
至
り
元
服
ヲ
行
ハ
レ
ク
リ
明
治
九
年
民
法
上
7
丁
年
ヲ
定
メ
▲
ア

清

二

十

年

か

ス

米

債

天

皇

及

豊

永

子

息

太

孫

ノ

馬

㌶

成

年

ヲ

定

メ

テ

十

八

盈
星
典
…
猷
義
解
　
第
三
蟄
　
成
年
立
后
漉
太
子

百
五
十
一
九



1■l伽■品こ訂劇

曹
六
十

年
下
y
メ
　
ル
　
バ
天
皇
及
皇
嗣
ハ
紳
語
ノ
垂
二
二
苗
け
こ
萄
常
遠
野
法
ノ
拘
ル
新
品

非
サ
レ
　
ハ
　
ヰ
′
リ

五
十
四
條
　
前
嘩
ノ
郊
ノ
自
警
族
ハ
滞
二
十
年
ヲ
望
孟
壷
⊥

ス
者
テ
按
ス
　
ル
ニ
天
皇
及
皇
嗣
ノ
成
年
ヲ
以
テ
之
ヲ
他
ノ
豊
億
㌻
二
及
承
サ
、

ル
　
ハ
前
條
特
別
ノ
限
二
在
ラ
サ
ル
ナ
夢

第
十
五
繰
　
個
嗣
タ
ル
皇
子
ヲ
皇
太
子
‥
r
ス
自
覚
太
子
在
ヲ
サ

ル
　
ト
キ
　
ハ
簡
嗣
タ
ル
／
．
皇
孫
ヲ
皇
太
孫
ト
ス

恭
テ
按
ス
　
ル
ニ
息
太
子
古
ハ
ご
u
ツ
′
紺
ノ
ミ
　
コ
」
下
種
フ
紳
武
天
皇
紀
品
立
皇

こ

子
紳
渾
名
川
耳
塵
馬
皇
太
子
ト
此
レ
乃
皮
臣
皇
太
子
ノ
碍
ヲ
用
井
日
嗣
ノ

】

　

こ

　

　

　

－

御
子
ノ
名
品
常
テ
ク
　
ル
者
ニ
シ
テ
中
古
以
承
ハ
頂
ヂ
典
漕
ト
包
一
ヲ
レ
ー
ク
・
ヴ

其
ノ
豊
子
こ
非
ス
　
シ
テ
入
テ
畠
嗣
ト
ナ
ル
　
毛
皮
臣
亦
皇
太
子
ヲ
以



璃
班
甥
噌
如
畑
欄
－
専
射
場
醇
咋
離
鯛
憎
帽
従
姪
孫
ノ
天
畢
：
テ
族
叔
組

ヲ
立
ブ
ル
品
撃
ア
毛
亦
恵
子
ト
呼
へ
ヮ
㌘
銅
相
場
酎
瑠
璃
甥
皇
位
y
成
ハ

立
太
子
ヲ
宜
行
ス
ル
ア
リ
威
ハ
宜
行
セ
サ
ル
ア
リ
テ
其
ノ
鷺
山
定
ノ
成
例

ア

ラ

ス

畠

弟

ヲ

立

ブ

ル

三

軍

テ

ハ

威

ハ

儲

君

ト

稀

へ

難

ハ
太
子
下
欄
へ
票
慧
票
　
冷
成
　
虫
弟
下
欄
ア

正
　
天

皇
ニ

皇

ノ

履

申

成

於
　
ケ
　
ル

嵯
臓
淳
紬
村
　
上
　
園

覿
後
生
「
憲
「
贋
慎
二
鼠

山
亦
永
ダ
登
山
ナ
ラ
ス
今
厩
】
】
皇
位
橿
承
ノ
法
ヲ
定
メ
明
文
ノ
掲
ク
ル
所

下
馬
ス
ト
キ
ハ
立
太
子
立
太
音
ノ
外
玄
孫
ヨ
リ
八
戸
太
統
ヲ
承
ク
　
ル
ノ
協

崗
ハ
立
坊
ノ
儲
文
－
】
依
ル
コ
ト
ヲ
須
井
ス
而
シ
テ
皇
石
室
丁
寧
太
孫
ノ
名
稿

ハ
皇
子
畠
芸
帝
工
二
眼
ル
　
ヘ
　
屯
T
ナ
′
夢

第
十
六
偵
一
▲
皇
后
皇
太
子
虫
太
孫
ヲ
立
ツ
ル
L
r
キ
　
ハ
詔
書
ヲ

以
テ
之
ヲ
為
布
ス

蕃
テ
按
ス
　
ル
　
品
立
后
ノ
夢
ハ
紳
武
天
畠
以
凍
歴
世
ノ
帝
鮒
二
二
瑚
髄
l
：
ワ
冠

盈
堅
典
範
洗
解
　
第
三
澄
　
成
年
宜
后
立
太
芋

萬
栄
十
二



罰
ふ
ハ
十
二

y

デ

立

后

ノ

謂

ハ

椅

メ

タ

整

式

天

由

志

紀

品

見

ユ

其

ノ

笈

命

品

詞

へ

ル

コ

ト

y
l
ヘ

ア

リ

「

天

l

下

ノ

故

二

親

ヤ

テ

燭

1

細

ル

ヘ

ヤ

的

ユ

ア

ラ

ス

感

電

後

ノ

故

ア

ル

　

へ

ヒ

マ

y

V
此
ハ
鬱
立
ツ
】
－
ア
ラ
ス
天
品
開
二
用
…
ァ
ル
如
下
地
二
「
田
川
ア
ル
如
上
渾
厘

テ
在
ル
へ
y
 
l
「
云
ブ
コ
も
・
ハ
準
等
、
重
臣
等
明
品
見
、
知
レ
ル
コ
下
す
完
工
お
々
」

此

ノ

詔

命

ハ

神

位

樹

立

ノ

鶴

ヲ

裁

ス

ル

品

響

7

事

理

昭

明

盟

二

欝

酎

ヲ

須

井

サ

ル

者

ナ

野

水

鰊

品

立

后

ノ

大

祓

必

識

者

ヲ

以

テ

公

布

ス

ル

コ

ト

ヲ

定

ム

ル

ハ

先

王

ノ

典

故

ヲ

盟

㌢

㌢

且

中

歯

以

凍

中

宮

鵜

后

ノ

設

ア

リ

従

テ

鼎

立

ノ

儀

ヲ

醜

ク

コ

ト

ア

ル

ハ

将

裸

－

－

依

ル

ヘ

ヤ

ノ

横

餌

ト

馬

ス

ヘ

カ

ラ

サ

ル

コ

ー

ヲ

明

∵

ニ

ス

ル

ナ

夢

立
太
子
ノ
詔
　
帝
メ
テ
光
仁
天
皇
紀
　
見
　
餞
観
儀
式
晶
霊
宝
制
ノ

ノ

ツ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

…

ゴ

　

　

　

ヒ

タ

皐

ノ

式
ヲ
載
ス
田
「
誌
ノ
マ
二
者
ル
ヘ
ヤ
故
㌃
∴
「
テ
某
ノ
親
王
ヲ
立
デ
、
皇
太

、

、

、

コ

　

　

　

　

ヵ

レ

　

骨

Y

　

　

　

　

ノ

　

　

～

レ

子
ト
定
メ
錫
フ
、
故
此
ノ
賦
ヲ
悟
！
ア
百
官
人
等
仕
怒
ト
詔
ル
云
々
1
番
皇



充

子

豊

永

孫

ハ

組

宗

ノ

正

統

ヲ

承

ケ

皇

位

ヲ

格

嗣

セ

ム

ト

ス

政

一

－

皇

嗣

ノ

位

僚

ハ

立

坊

ノ

儲

ユ

由

り

殆

メ

テ

定

マ

ル

ー

一

鐸

ス

而

む

ニ

7

立

坊

ノ

儀

ハ

此

】
】
由
テ
以
テ
臣
民
ノ
暗
望
ヲ
壁
〓
〟
シ
ム
　
ル
稟
こ
ノ
リ

第
四
葦
　
敬
稀

第
十
七
條
　
天
皇
太
皇
太
后
皇
太
后
皇
后
ノ
敬
稀
ハ
陛
下
ト
▼
ス

慕
テ
按
ス
ル
　
盈
二
陛
下
ハ
臣
下
ヨ
リ
天
子
】
－
放
葵
ス
ル
h
r
キ
ノ
敬
構
ナ
リ
東

條
二
二
陛
下
ノ
敬
構
ヲ
以
テ
遺
志
＝
7
至
隼
品
封
ス
ル
ノ
弼
謂
ト
y
而
シ
テ
敷

革
陛
見
ノ
軒
－
】
限
ラ
サ
ル
ハ
琶
典
ヲ
放
街
：
7
之
ヲ
内
外
二
二
辰
ム
ル
ナ
リ
」

大
賢
ノ
令
二
二
二
后
昌
上
啓
ス
　
ル
　
ハ
殿
下
手
稲
フ
米
債
二
束
皇
太
后
皇
太
后

皇

后

皆

陛

下

ト

構

フ

ル

ハ

嫡

后

国

帝

ハ

至

辱

品

賛

匹

V

至

尊

下

倶

二

臣

民

ノ

翌

隆

ナ

ル

敬

頑

ヲ

受

ク

へ

ケ

レ

ハ

ナ

り

但

シ

君

位

ハ

】

ァ

竺

：

一

ナ

㌢

象
裟
輿
駆
毅
郎
　
悠
国
華
　
敬
餌

胃
衷
十
三



曹
衷
十
四

皇

后

ハ

国

ヨ

リ

佗

ノ

皇

族

ト

均

ク

人

臣

ノ

列

品

居

ル

而

シ

テ

大

貿

ノ

樹

下

共

ノ

碍

ヲ

殊

品

y

手

二

傍

共

ノ

貿

ヲ

甲

ク

ス

ル

コ

ト

ヲ

失

ハ

サ

ル

ナ

リ

第
十
人
條
　
皇
太
子
皇
太
子
妃
皇
太
孫
皇
太
孫
妃
親
王
親
王

妃
内
親
王
王
王
妃
女
王
ノ
敬
稀
ハ
殿
下
ナ
ス

事
テ
按
ス
ル
ー
ー
米
債
へ
琶
制
皇
太
子
品
敷
戸
殿
下
下
欄
フ
ル
ノ
例
エ
＝
因
り

推

シ

テ

之

ヲ

畠

族

昌

及

ホ

ス

ナ

リ

第
玉
章
　
塙
政

第

十

九

條

　

天

皇

未

夕

成

年

二

達

セ

サ

ル

ト

キ

ハ

庸

政

ヲ

置

ク天

皇

久

キ

三

且

ル

ノ

故

障

工

由

り

大

政

ヲ

親

ヲ

ス

ル

。

ト

能

ハ

サ

レ

ト

キ

ハ

皇

族

曾

議

及

枢

密

顧

問

ノ

議

ヲ

経

テ

宙



政
ヲ
置
ク

慕
テ
按
ス
ル
ー
】
抵
政
ハ
以
テ
皇
室
避
ク
へ
カ
ラ
サ
ル
ノ
夏
用
ヲ
教
壇
y
 
d

ハ

皇

統

ノ

常

久

ヲ

保

持

竺

二

ハ

大

政

ノ

便

宜

ヲ

流

通

シ

丙

ッ

デ

カ

ラ

失

墜

ノ
息
ヲ
免
ル
ヽ
所
以
ナ
リ
硫
故
ハ
天
皇
ノ
天
職
ヲ
克
行
y
 
J
切
ノ
大
政
及

皇
室
ノ
内
箪
皆
天
皇
】
－
代
り
之
ヲ
組
撹
ス
而
：
7
至
専
ノ
名
位
二
層
ラ
サ

ル
ナ
リ
之
ヲ
古
今
及
各
国
一
山
参
照
ス
ル
ー
l
琉
故
ノ
事
例
山
ニ
非
ス
戎
ハ
君

維

ヲ

慣

抵

ス

ル

ア

リ

噌

豊

骨

専

ヘ

　

ル

　

ハ

窺
行
ス
　
ル
　
ア

リ

醇腰

哀ノ

房伊

是更

レ我

ナカ

り藤此ノ

痘
二
項

戎　レ

一
山

ノヽ

揖
故
煙
ト
膚
ス
ア
リ
酎

ノ
　
幽
王
　
ノ
　
後
　
ノ

等
　
ノ
　
同
一
】
　
於
　
ケ

ニ

居

夕

威

ハ

人

臣

ヲ

以

テ

太

政

ヲ

近
　
シ

共
同
溝
改
ヲ
組
奴
二
二
鞘
臣
ヲ
以
テ

共

∵

和

及

巴

威

爾

索

遜

瓦

敦

而

シ

テ

ル
　
共
　
同
　
拉
致
　
是
　
レ
　
ナ
　
り

国

家

ノ

危

機

亦

往

々

硫

故

ノ

時

二

怨

ル

老

少

カ

ラ

ス

本

鰊

ハ

琉

故

ヲ

認

メ

テ
掻
位
ヲ
韻
メ
ス
以
テ
大
統
ヲ
腿
惧
品
ス
ル
ナ
リ
福
川
シ
音
／
人
臣
ノ
兢
故
ヲ

許
サ
ヽ
　
ル
　
ハ
攻
條
－
1
蟄
テ
之
ヲ
見
ル

患
星
典
範
怒
解
　
第
五
軍
　
苺
政

閏
ふ
ハ
十
五



再
来
十
裁

天
皇
久
キ
ユ
ニ
且
ル
ノ
故
随
㌻
r
ハ
重
患
滞
留
歳
月
ノ
久
キ
ユ
ニ
且
リ
壌
治

ナ
ク
叉
ハ
其
ノ
他
ノ
夢
瀞
㌻
二
田
リ
天
職
噛
閉
デ
ル
ヲ
謂
フ
而
y
テ
∴
其
ノ

大　恩i
l

－＿＿＿　－こ　　　　　．．　‾‾．一－‾　　　　‾‾　－

故
ヲ
親
ラ
ス
ル
　
品
堰
へ
サ
ル
　
品
至
テ
始
メ
テ
抵
故
ヲ
昏
ク
ノ
事
ア
ル
　
ヘ
　
y

若
天
皇
】
時
ノ
疾
病
違
和
又
ハ
国
窺
ノ
外
二
∵
在
ス
ノ
故
ヲ
以
テ
皇
太
子
畠

太
孫
】
－
命
y
代
理
監
圃
セ
y
 
A
　
ル
カ
如
キ
ハ
大
聖
命
以
命
代
勅
ノ
制
二
「
依

レ

　

　

レ

ワ
別
品
痍
故
ヲ
昏
カ
ス
欄
酬
瑠
閥
珊
瑚
摘
政
ヲ
僚
ク
ハ
已
ふ
ヲ
得
サ
ル
ノ

°

必
要
品
由
ル
故
－
】
天
皇
観
－
－
成
年
二
達
シ
叉
ハ
逮
穣
常
二
二
復
む
二
ク
マ
フ
ト

キ
ハ
掻
政
ヲ
罷
ム
　
ル
　
コ
ト
別
品
明
言
ヲ
待
メ
ス
y
テ
知
ル
　
へ
キ
⊥
ノ
少

次

項

皇

族

合

議

及

枢

密

蕨

岡

ノ

識

ヲ

紅

ル

　

ハ

何

プ

乎

蓋

事

髄

時

ア

リ

テ

成

ハ
疑
似
二
二
秒
ル
　
コ
ト
ア
ル
ヲ
免
レ
ス
故
二
典
範
－
－
於
テ
共
ノ
鴇
ヲ
鰹
ル
　
コ

ト

ヲ

掲

ケ

テ

要

件

下

馬

ス

ナ

け

∴

其

ノ

符

詞

ト

謂

ハ

ス

シ

テ

議

ヲ

置

ト

謂

ヘ

ル

ハ

何

プ

乎

天

皇

或

ハ

持

論

ノ

命

ヲ

親

ラ

ス

ル

コ

ト

能

ハ

サ

ル

ノ

情

況

品



在
ル
竜
皇
族
督
識
幅
密
蹟
間
ハ
皇
室
ノ
大
富
二
二
於
テ
推
譲
傍
観
ス
　
ヘ
ヤ
一
l

非
ス
撃
ア
其
ノ
誠
ヲ
致
シ
以
テ
宮
賛
ノ
大
計
ヲ
定
A
へ
キ
‥
ア
け
∴
其
ノ
威
ハ

皇
族
曾
韻
二
由
テ
覆
鴇
シ
嘔
密
庸
間
ノ
審
議
一
－
付
ス
ル
ト
威
ハ
低
額
顧
問

ノ
顎
議
二
由
り
皇
族
食
談
ノ
協
同
ヲ
求
ム
ル
ト
供
1
－
時
宜
－
－
従
フ
ナ
リ

儒
二
「
†
條
　
構
政
ハ
成
年
二
達
シ
タ
ル
皇
太
子
叉
ハ
豊
永
孫

之
二
任
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

第
二
十
一
條
　
皇
太
子
皇
太
轟
在
ヲ
サ
ル
カ
叉
ハ
未
夕
成
年

二

達

セ

サ

ル

．

ト

キ

ハ

左

ノ

順

序

二

伐

り

揺

政

二

任

ス

第
一
　
親
王
及
王

第
二
　
皇
后

第
三
　
皇
太
后

第
四
　
太
皇
太
后

盈
室
典
範
義
解
　
第
五
尊
　
抵
敢

箭
六
十
七



百
六
十
八

第
五
　
内
親
王
及
女
王

慕
テ
按
ス
　
ル
　
】
一
推
古
天
皇
紀
品
立
腐
β
聖
職
耳
皇
子
膚
皇
太
子
、
彷
錬
兢
故

こ

　

　

　

　

　

　

　

　

】

こ

　

　

　

ー

　

　

ニ

　

ー

以
萬
機
悉
委
焉
、
是
ヲ
皇
太
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